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事  務  連  絡 

 平成 28 年７月 21 日  

 

各都道府県教育委員会高等学校主管課長 

各都道府県教育委員会専修学校主管課長 

各政令指定都市教育委員会高等学校主管課長  

各 都 道 府 県 私 立 学 校 主 管 課 長 

附属学校を置く各国立大学法人附属学校事務主管課長 

構造改革特別区域法第 12 条第 1 項の認定を 

受けた地方公共団体学校教育事務主管課長 

 

 

厚生労働省労働基準局労働条件政策課長 

厚 生 労 働 省 労 働 基 準 局 監 督 課 長 

文部科学省初等中等教育局児童生徒課長 

文部科学省生涯学習政策局生涯学習推進課長 

 

 

 高校生に対するアルバイトに関する意識等調査結果及び高校生等アルバイトの 

労働条件の確保に向けた取組の周知について（依頼） 

 

 

日頃より労働基準行政並びに初等中等教育及び専修学校教育行政の推進に御協力を賜

り、厚く御礼申し上げます。 

さて、厚生労働省では、従来大学生、高校生及び専修学校生のアルバイトの労働条件

確保について、関係法令の周知・啓発や監督指導等に取り組んでいますが、高校生のア

ルバイトを巡る労働条件や学業への影響等の現状及び課題を把握し適切な対策を講じる

ための参考に資するため、昨年 12月から本年２月にかけて、高校生を対象にアルバイト

に関する意識等調査を実施し、その結果等につき本年５月に公表しました（別添１）。 

調査結果によると、就労にあたって労働条件通知書を交付されていないとの回答が６ 

割に上ったほか、賃金不払や必要な休憩時間が付与されていない、満 18 歳未満に禁止さ

れている深夜業や休日労働をさせられたなどの労働基準関係法令違反のおそれがある回

答も見受けられました。また、労働基準関係法令に違反するものではないものの、採用

時に合意した以上のシフトを入れられた、一方的に急なシフト変更を命じられたといっ
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た回答もありました。特に試験期間やその準備期間には、休ませて欲しい、もう少しシ

フトを柔軟に考えて欲しいなどの意見も示されたところです。 

このため、厚生労働省では文部科学省と連携しながら、事業主団体や高校生アルバイ

トが多数就労している業界団体に対して、労働条件の確保やシフト設定に際しての配慮

等に係る要請を本年６月から７月にかけて実施しました（別添２）。 

このほか、今回の調査結果を踏まえ、引き続き厚生労働省と文部科学省とで連携を図

りながら、高校生等アルバイトの労働条件の確保に向けた以下の取組を実施することと

しています（詳しくは別添１の別紙２を参照）。 

・若い方々向けに作成した「これってあり？～まんが知って役立つ労働法 Q＆A～」 

や新たに作成したチラシ（別添３、４）を活用した労働法制の周知・啓発 

  ・インターネット上で労働関係法令の基礎を学べるプログラムの開発 

・PTA を通じた高校生の保護者への労働法制等の周知・啓発 

・高校生等（高等専修学校生を含む。以下同じ。）向けの労働法教育のさらなる充 

実 

・高校等（高等専修学校を含む。）への労働法制の普及にかかる講師派遣やセミナ

ー等の実施 

・高校生等が相談しやすい環境整備等を通じた相談体制の充実  

つきましては、貴職におかれましても、高校生等アルバイトの労働条件の確保に向け

た取組について御理解いただくとともに、高校生に対するアルバイトに関する意識等調

査結果等を域内の高等学校を設置する市町村教育委員会、所管又は所轄の高等学校、学

校法人及び高等専修学校に対して、御周知いただくよう、特段の御配慮をお願いします。 

 

【照会先】 

厚生労働省労働基準局労働条件政策課労働条件確保改善対策室 

（代表電話）０３－５２５３－１１１１ （内線）５５４５、５５３４ 



















































アルバイトをする前に 
知っておきたい７つのポイント 

高校生の皆さんへ 

アルバイトを始める前に、労働条件を確認しましょう！ 
oint 

バイト代は、毎月、決められた日に、全額支払いが原則！ 
oint 

アルバイトでも、残業手当があります 
oint 

アルバイトでも、条件を満たせば、有給休暇が取れます 
oint 

アルバイトでも、仕事中のけがは労災保険が使えます 
oint 

アルバイトでも、会社都合の自由な解雇はできません 
oint 

困ったときは、総合労働相談コーナーに相談を 
oint 

詳しくはこちら→ 
ポータルサイト 

「確かめよう  労働条件」                

夜間・土日の相談は 

労働条件相談ほっとラインへ 
       は い ！   ろうどう 

0120-811-610 月･火･木･金：午後５時～午後10時 
土･日：午前10時～午後５時 

「アルバイトの労働条件を確かめよう！」      
     キャラクター 「たしかめたん」 

別添３ 



  

          殿                            年   月   日 

会社等の名称と所在地                          
使用者の職名と氏名                                                                       

契約期間 

１ 期間の定めなし   期間の定めあり（２～４は「期間の定めあり」の場合に記入） 

２ 契約期間（   年   月   日～  年   月 日） 

３ 契約の更新の有無 [自動的に更新する・更新する場合があり得る・契約の更新はしな 

い・その他（              ）] 

４ 契約の更新は、次により判断する。[・契約期間満了時の業務量 ・勤務成績、態度 

  ・能力・会社の経営状況 ・従事している業務の進捗状況 ・その他（     ）] 

就業の場所   

従事する業務 
  

始業、終業の

時刻、休憩時

間、就業時転

換、所定時間

外労働の有無

に関する事項 

１ 始業・終業の時刻等 
    始業（    時    分） 終業（    時    分） 
２ 休憩時間（   ）分 
３ 所定時間外労働の有無 

（ 有 （１週  時間、１か月  時間、１年  時間），無 ） 
（有の場合でも法定時間を超えて労働させることはありません。） 

※１ 勤務シフトによる場合は、上記１を基本としつつ、勤務シフト表により定められた始 
業・終業時刻による。（なお、始業・終業時間を繰上げ・繰下げる場合もある。） 

※２ 変形労働時間制や交代制の採用の有無（ 有 ・ 無 ） 
有の場合、詳細は別途定める。 

休日及び 

勤務日 

１ 勤務日：毎週    曜日、その他（      ） 
（週毎に勤務日が定められていない場合は）週・月当たり  日、その他（    ） 

２ １年単位の変形労働時間制の場合－年間   日 
３ 休日：毎週    曜日、 国民の祝日、 その他（        ） 

休   暇 

１ 年次有給休暇 ６か月継続勤務した場合－     日 

         継続勤務６か月以内の年次有給休暇（ 有・無 ）－  か月経過で  日 

         時間単位年休（  有 ・ 無 ） 

２ その他の休暇 有給（種類：        ）、無給（種類：        ） 

賃   金 

  

１ 基本賃金 イ 月給（     円）、ロ 日給（     円） 

       ハ 時間給（    円）、ニ その他（     円） 

２ 諸手当の額又は計算方法 

  （   手当    円 ／計算方法：           ） 

３ 所定時間外、休日又は深夜労働に対して支払われる割増賃金率 

イ 所定時間外、所定超 （   ）％ 

  ロ 休日 法定外休日（   ）％  ハ 深夜（   ）％ 

４ 賃金締切日（種類：     ）－毎月  日、（種類：      ）－毎月  日 

５ 賃金支払日（種類：     ）－毎月  日、（種類：      ）－毎月  日 

６ 賃金の支払方法（               ） 

７ 労使協定に基づく賃金支払時の控除（無 ，有（               ）） 

８ 昇給（ 有（時期、金額等        ） ， 無 ） 

９ 賞与（ 有（時期、金額等        ） ， 無  ） 

10 退職金（ 有（時期、金額等      ） ， 無 ） 

退職に関す

る事項 

１ 自己都合退職の手続  （退職する  日以上前に届け出ること） 

２ 解雇の事由及び手続 （                          ） 

その他 

１ 社会保険の加入状況（ 厚生年金  健康保険  厚生年金基金  その（   ）） 

２ 雇用保険の適用（ 有 ・ 無 ） 

３ 雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口 

  部署名        担当者職氏名        （連絡先        ） 

 

労働条件通知書          
         

※シフトの設定（始業・終業の時刻、休日、勤務日など）に当たって、学業とアルバイトの両立に配慮してください。 

 

アルバイトを始める際に、会社から労働条件を示してもらいましょう！ 
また、通知書は大切に保管しましょう！！ 

（高校生アルバイト用） 



高校生の皆さんへ 

アルバイトを始めることになりましたが、時給や勤務時間（働く時間）などの
働く条件について「募集広告に書いてあるとおりだよ」としか言われないので
すが？！ 

oint 

 働く条件を書いた書面を必ずもらってください！ 
 後で「最初に聞いた話と実際の時給や働く時間などが違う」と困らないように、ア

ルバイト先から書面をもらって保存しておきましょう。法律上も、①アルバイトをす
る期間、②仕事の内容や働く場所、③働く時間や休日、④時給など重要なことは、雇
う側が働く人に、働く条件を示した書面を渡すこととなっています。 

決められた時間の前後に、オーナーや店長の指示で、開店準備や後片付け、
次の勤務の準備をさせられているのですが、その分の時給がもらえません！ 

oint 

 法律上、あなたを雇っている人（オーナーなど）や上司（店長など）の指示などに
従って行う仕事については、その分の時給がちゃんと支払われなければなりません。 
 ちなみに、「毎回15分未満は切り捨て」というようなことは原則法律違反です！ 

店長に「アルバイトに残業代なんか出ない」って言われたのですが、本当で
すか？あと、アルバイトでも有休が取れるって本当ですか？ 

 アルバイトでも、法律上、１日８時間、１週40時間を超えて働いたら、残業代は出
ます！ また、法律上、アルバイトでも有休がとれる場合があります。 
（詳しくは、厚生労働省ホームページの「労働条件に関する総合情報サイト 確かめよ
う労働条件」にある『アルバイトを雇う際、始める前に知っておきたいポイント』の
ポイント３、４を見てください。） 

１回に６～８時間働くアルバイトをしていますが、休憩が１５分くらいしか取
れない日が多いのですが？！ 

oint 

 法律で、アルバイトに対しても、働く時間が①６時間を超え８時間以下の場合には
少なくとも４５分、②８時間を超える場合には少なくとも１時間の休憩を、与えなけ
ればならないことになっています！ 

アルバイトを始めるときに決めた曜日（回数）や時間を無視して、授業の日
でもシフトを入れられてしまいます。テストの日に休みたいと言っても休ま
せてもらえません。 

 シフトを変更するには、事前に働く人と雇う人の合意が必要です（労働契約法の規
定）。決められた曜日や時間を無視して無理矢理シフトに入れられるなど、一方的に
シフトを変更されて困る時は、はっきりと断りましょう！また、決められた曜日や時
間に急に学校の行事などが入ってしまった時でも、諦めずにオーナーや店長などによ
く相談しましょう。 

別添４ 
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「アルバイトの労働条件を確かめよう！」        
    キャラクター 「たしかめたん」 

oint 

お近くの労働基準監督署や「総合労働相談コーナー」（労働局や労働基準監督署の中
にあります）にご連絡ください。（平日午前8時30分～午後5時15分） 
                 
 
厚生労働省ホームページにお近くの労働基準監督署や総合労働相談コーナーの場所が
掲載されています。 

行政機関に相談したいとき 

「労働条件相談ほっとライン」にご連絡ください。 
    は い！ ろうどう 

 0120-811-610  

フリーダイヤルで相談したいとき 

月･火･木･金：午後５時～午後10時 
土･日：午前10時～午後５時 

ポータルサイ
トのＨＰは 
こちら↓ 

 
 

 

労働基準監督署 検 索 総合労働相談コーナー 検 索 

 アルバイトを含む労働者は、原則として会社を退職することをいつでも申し入れる
ことができます。 
 あらかじめ契約期間が定められていないときは、法律では、労働者は退職届を提出
するなど退職の申入れをすれば、２週間経てば辞めることができます（民法の規定）。 
 ただし、急に辞めてしまうと、アルバイト先が困ることもあるでしょうから、アル
バイト先とよく話し合ってください。 

アルバイトを辞めさせてもらえません。「辞めるなら代わりのアルバイトを
連れてこい」と言われます。 

oint 

 法律上、売れ残りを買う義務はありません！基本的にバイト代から自動的に天引き
することもできません。 
   また、お店のものや商品を壊したときは、弁償しなければならない場合もあります
が、少なくとも、本来の値段以上を罰金として支払う必要はありません。 

クリスマスケーキなど季節の商品に販売ノルマがあって売れ残りを買わされ
ます。あと、食器や商品を壊したりするといちいち弁償されられるのですが、
これってしょうがないんですか？ 

これらの問題を含め 
アルバイトのトラブルで困ったときは 

18歳未満ですが、午後10時を超えても仕事をさせられます。 

oint 

 法律上、原則として満18歳未満の方に深夜労働（午後10時から翌日午前５時ま
で）をさせることはできません。また、原則として時間外・休日労働をさせることも
できません。 


